
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県行政書士会 東葛支部 

 

 

 

 

 

無 料相談会 の ご 案 内 

「相続した利用しない土地を国に引き渡すことができる制度」が 

始まりました！ 

“ 相続土地国庫帰属制度 ” R5.4.27法施行  

 

様々な要件があります。 

行政書士に相談し、申請書の書類作成などの代行を依頼することが 

できます。 
 

この他にも   □相続 

■遺言書 

□成年後見 

■許認可 

□契約書 

■外国人関連 などなど    

私たち行政書士に 

ご相談ください 

 

〇申込方法は、各市の広報紙をご覧ください 

〇お問い合わせは ⇒ 千葉県行政書士会東葛支部  

                090-2723-9754 伊佐
い さ

までご連絡ください 
 

松戸市  

第２木曜日 9：00～12：00 

市役所本館２階相談コーナー 

柏市  

第４火曜日 13:00～16:00 

市役所本庁舎３階 

 

我孫子市  

第３水曜日 

13：00～16：00 

本庁舎 2階 

野田市  

第３金曜日 

13:00～16:00 

欅のホール 4階第 1集会室 

流山市  

第３水曜日 

10：00～12：00 

第 1庁舎３階 

 

各市、事前の申し込みが必要です 


